
沖縄県教育委員会訓令の一部改正（沖縄県教育委員会の所管に属する会計

年度任用職員の勤務条件等に関する規程及び外国語指導助手の勤務条件等

の特例に関する規程の一部を改正する訓令）

総 務 課

県立学校教育課

沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４条

第１項第２号及び沖縄県教育庁事務決裁規程第５条第１号の規定に基づき、統括

監専決により処理したので、同規則第６条の規定により報告する。

１ 訓令の概要

会計年度任用職員の勤務条件等について必要な事項を定めた教育委員会訓令

⑴ 沖縄県教育委員会の所管に属する会計年度任用職員の勤務条件等に関する

規程（平成20年沖縄県教育委員会訓令第22号）

⑵ 外国語指導助手の勤務条件等の特例に関する規程（令和２年沖縄県教育委

員会訓令第３号）

２ 改正の経緯及び必要性

会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則（令和２年沖縄県

人事委員会規則第２号）が改正されたことに伴い、教育委員会の会計年度任用

職員に関する規程を改正する必要がある。

３ 改正の概要

⑴ 沖縄県教育委員会の所管に属する会計年度任用職員の勤務条件等に関する

規程の一部を次のように改正する。

育児参加のための休暇の対象期間を拡大する。（第10条第10号関係）

⑵ 外国語指導助手の勤務条件等の特例に関する規程の一部を次のように改正

する。

育児参加のための休暇の対象期間を拡大する。（第９条第19号関係）

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和４年10月31日

施行年月日 令和４年10月31日

５ 根拠法令

⑴ 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例

⑵ 会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則

６ 添付資料

⑴ 新旧対照表

令和４年第11回教育委員会会議 報告事項（２）



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
2
0
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
2
2
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
年
次
休
暇
以
外
の
有
給
休
暇
）

（
年
次
休
暇
以
外
の
有
給
休
暇
）

第
1
0
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
第
1
0
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し

た
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

た
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

⑴
～
⒃

（
略
）

⑴
～
⒃

（
略
）

⒄
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ

⒄
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ

の
出
産
予
定
日
の
８
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
1
4
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出

の
出
産
予
定
日
の
８
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
1
4
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出

産
の
日
以
後
１
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子

産
の
日
後
８
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子

（
民
法
（
明
治
2
9
年
法
律
第
8
9
号
）
第
8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員

（
民
法
（
明
治
2
9
年
法
律
第
8
9
号
）
第
8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員

が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ

が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ

い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て

い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童

い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童

福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
）
第
2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４

福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
）
第
2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４

第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及

第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及

び
沖
縄
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
沖
縄
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
の

び
沖
縄
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
沖
縄
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
の

２
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
次
条
第
１
項
第
３
号
ア
及
び
エ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
小

２
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
次
条
第
１
項
第
３
号
ア
及
び
エ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
小

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

用
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
当
該
期
間
内
に
お
け
る
５
日
の
範
囲
内
の
期
間

き
当
該
期
間
内
に
お
け
る
５
日
の
範
囲
内
の
期
間

ア
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間

ア
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間

に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
1
2
1
日
以

に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
1
2
1
日
以

上
で
あ
る
も
の

上
で
あ
る
も
の

イ
６
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務
し

イ
６
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務
し

て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員

て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



新
旧
対
照
表

外
国
語
指
導
助
手
の
勤
務
条
件
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
令
和
２
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
３
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
年
次
休
暇
以
外
の
有
給
休
暇
）

（
年
次
休
暇
以
外
の
有
給
休
暇
）

第
９
条

所
属
長
は
、
外
国
語
指
導
助
手
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
た
第
９
条

所
属
長
は
、
外
国
語
指
導
助
手
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
休
暇
を
請
求
し
た

場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

⑴
～
⒅

（
略
）

⑴
～
⒅

（
略
）

⒆
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
外
国
語
指
導
助
手
の
配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の

⒆
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
外
国
語
指
導
助
手
の
配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の

出
産
予
定
日
の
８
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
1
4
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産

出
産
予
定
日
の
８
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
1
4
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産

の
日
以
後
１
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子

の
日
後
８
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子

（
民
法
（
明
治
2
9
年
法
律
第
8
9
号
）
第
8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
語
指
導
助
手
が

（
民
法
（
明
治
2
9
年
法
律
第
8
9
号
）
第
8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
語
指
導
助
手
が

当
該
外
国
語
指
導
助
手
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て

当
該
外
国
語
指
導
助
手
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て

家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る

家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る

場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
外
国
語
指
導
助
手
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法

場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
外
国
語
指
導
助
手
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法

（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
）
第
2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号

（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
）
第
2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号

に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
外
国
語
指
導
助
手
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
沖
縄
県

に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
外
国
語
指
導
助
手
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
沖
縄
県

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
沖
縄
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
の
２
に
規
定

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
沖
縄
県
条
例
第
６
号
）
第
２
条
の
２
に
規
定

す
る
者
を
含
む
。
次
条
第
１
項
第
３
号
ア
及
び
エ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
小
学
校
就
学

す
る
者
を
含
む
。
次
条
第
１
項
第
３
号
ア
及
び
エ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
小
学
校
就
学

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
外
国
語
指
導
助
手
が
、

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
外
国
語
指
導
助
手
が
、

こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

当
該
期

こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

当
該
期

間
内
に
お
け
る
５
日
の
範
囲
内
の
期
間

間
内
に
お
け
る
５
日
の
範
囲
内
の
期
間

ア
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
又
は
週
以
外
の
期
間
に

ア
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
又
は
週
以
外
の
期
間
に

よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
1
2
1
日
以
上
で

よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
1
2
1
日
以
上
で

あ
る
も
の

あ
る
も
の

イ
６
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務
し
て

イ
６
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
外
国
語
指
導
助
手
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務
し
て

い
る
外
国
語
指
導
助
手

い
る
外
国
語
指
導
助
手

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）


